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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物体を検出する物体検出部（２１）と
、
　前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝突することを予測する衝突
予測部（１０）と、
　前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突すると予測された場合に、前記車両
により衝突を抑制する走行支援を実行させる支援実行部（１０）と、
　前記物体の加速度を算出する加速度算出部（１０）と、
　前記加速度算出部により算出された前記加速度が負の閾値よりも小さくなった場合に、
前記支援実行部が前記物体に対する前記走行支援を実行させることを禁止する禁止部（１
０）と、
を備え、
　前記負の閾値は、前記物体が定常状態で移動していると想定した場合の加速度のばらつ
きにより最小となる加速度よりも小さく設定されていることを特徴とする走行支援装置。
【請求項２】
　前記物体の種類を判定する物体判定部を備え、
　前記禁止部は、前記物体判定部により判定された前記物体の種類に応じて、前記負の閾
値を設定することを特徴とする請求項１に記載の走行支援装置。
【請求項３】
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　前記物体の速度を算出する速度算出部（１０）と、
　前記物体検出部により検出された前記物体の情報に基づいて、前記物体と前記車両とが
衝突するまでの予測時間である衝突予測時間を算出する衝突予測時間算出部（１０）と、
を備え、
　前記衝突予測部は、前記車両の進行方向に直交する横方向における前記車両に対する位
置を表す横位置軸と、前記車両の進行方向に設定した前記衝突予測時間を表す予測時間軸
とで規定される平面における領域として衝突予測領域を構築し、前記平面において前記衝
突予測領域に前記物体が存在するか否かで、前記物体との衝突を予測し、
　前記横位置軸の方向における前記衝突予測領域の幅は、前記車両の幅に基づいて設定さ
れ、
　前記衝突予測領域の前記横位置は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度と
前記衝突予測時間算出部により算出される前記衝突予測時間とに基づいて設定されること
を特徴とする請求項１又は２に記載の走行支援装置。
【請求項４】
　車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物体を検出する物体検出部（２１）と
、
　前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝突することを予測する衝突
予測部（１０）と、
　前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突すると予測された場合に、前記車両
により衝突を抑制する走行支援を実行させる支援実行部（１０）と、
　前記物体の加速度を算出する加速度算出部（１０）と、
　前記加速度算出部により算出された前記加速度が負の閾値よりも小さくなった場合に、
前記支援実行部が前記物体に対する前記走行支援を実行させることを禁止する禁止部（１
０）と、
　前記物体の速度を算出する速度算出部（１０）と、
　前記物体検出部により検出された前記物体の情報に基づいて、前記物体と前記車両とが
衝突するまでの予測時間である衝突予測時間を算出する衝突予測時間算出部（１０）と、
を備え、
　前記衝突予測部は、前記車両の進行方向に直交する横方向における前記車両に対する位
置を表す横位置軸と、前記車両の進行方向に設定した前記衝突予測時間を表す予測時間軸
とで規定される平面における領域として衝突予測領域を構築し、前記平面において前記衝
突予測領域に前記物体が存在するか否かで、前記物体との衝突を予測し、
　前記横位置軸の方向における前記衝突予測領域の幅は、前記車両の幅に基づいて設定さ
れ、
　前記衝突予測領域の前記横位置は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度と
前記衝突予測時間算出部により算出される前記衝突予測時間とに基づいて設定されること
を特徴とする走行支援装置。
【請求項５】
　前記衝突予測領域の前記横位置は、前記物体の前記横方向の加速度に基づいて補正され
ることを特徴とする請求項３又は４に記載の走行支援装置。
【請求項６】
　前記禁止部は、前記平面において前記衝突予測領域を前記車両の幅のみに基づいて前記
車両の前方に設定することで、前記物体に対する前記走行支援の実行を禁止することを特
徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の走行支援装置。
【請求項７】
　車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物体を検出する物体検出部（２１）と
、
　前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝突することを予測する衝突
予測部（１０）と、
　前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突すると予測された場合に、前記車両
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により衝突を抑制する走行支援を実行させる支援実行部（１０）と、
　前記物体の速度を算出する速度算出部（１０）と、
　前記物体の加速度を算出する加速度算出部（１０）と、
　前記物体検出部により検出された前記物体の情報に基づいて、前記物体と前記車両とが
衝突するまでの予測時間である衝突予測時間を算出する衝突予測時間算出部（１０）と、
を備え、
　前記衝突予測部は、前記車両の進行方向に直交する横方向における前記車両に対する位
置を表す横位置軸と、前記車両の進行方向に設定した前記衝突予測時間を表す予測時間軸
とで規定される平面における領域として衝突予測領域を構築し、前記平面において前記衝
突予測領域に前記物体が存在するか否かで、前記物体との衝突を予測し、
　前記横位置軸の方向における前記衝突予測領域の幅は、前記車両の幅に基づいて設定さ
れ、
　前記衝突予測領域の前記横位置は、前記速度算出部により算出される前記物体の速度と
、前記加速度算出部により算出される前記物体の加速度と、前記衝突予測時間算出部によ
り算出される前記衝突予測時間とに基づいて設定されることを特徴とする走行支援装置。
【請求項８】
　前記車両は、ドライバに前記物体の接近を報知する報知部（３１）を含むことを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の走行支援装置。
【請求項９】
　前記車両は、前記車両の自動制動を実行する自動制動部（３２）を含み、
　前記支援実行部は、前記報知部による前記報知後に、前記衝突予測部により予測される
前記物体と前記車両との衝突の可能性が前記報知部による前記報知前と比較して高まった
場合に、前記自動制動部により前記自動制動を実行させることを特徴とする請求項８に記
載の走行支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され、車両の前方に存在する物体を検出して、車両により走行支
援を実行させる走行支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、センサやデータ処理の高度化に伴って、車両の進路に向かって横方向から物体が
進入することで生じる衝突事故を未然に回避する走行支援装置を車両に搭載することが行
われつつある。この走行支援装置として、例えば、特許文献１では、物体が車両の進路に
向かって横方向から接近してくる横移動速度が所定速度以上であり、かつ物体と車両との
距離が所定距離以下である場合には、物体を検出するための検出領域を拡張する。この検
出領域は、カメラとレーダとの両方が物体を検出できる範囲内であるため、横方向に移動
する物体を高精度に検出できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－４８４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、特許文献１に記載の走行支援装置では、車両の進路に向かって物体が横方
向から接近してくる場合に、その物体の距離と速度に応じて検出領域を拡大することで、
横方向から車両の進路に接近する物体を検出している。しかし、物体が車両の進路に向か
って横方向に移動する途中で減速して衝突領域から外れる場合（以下、寸止めと呼称）に
、その物体の横移動速度の判定が遅れ、不要な警報や自動制動等の走行支援を実行するお
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それがある。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、物体が
車両の進路に向かって横方向に移動する途中で寸止めしても、不要な走行支援を実行する
ことを抑制する事が可能な走行支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、走行支援装置であって、車両の進行方向に対して交差する方向に移動する物
体を検出する物体検出部と、前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両とが衝
突することを予測する衝突予測部と、前記衝突予測部により前記物体と前記車両とが衝突
すると予測された場合に、前記車両により衝突を抑制する走行支援を実行させる支援実行
部と、前記物体の加速度を算出する加速度算出部と、前記加速度算出部により算出された
前記加速度が負の閾値よりも小さくなった場合に、前記支援実行部が前記物体に対する前
記走行支援を実行させることを禁止する禁止部と、を備える。
【０００７】
　加速度算出部により算出された加速度が負の閾値よりも小さくなれば、その物体は基準
を超える減速をしており、車両と物体とが衝突する可能性が小さくなったことが推測され
る。このため、禁止部により走行支援の実行を禁止させることで、不要な走行支援を実行
することを抑制する事が出来る。また、仮に禁止部による禁止制御の可否が、物体の速度
に基づいて判定される場合には、物体が停止すると判定可能な速度を閾値として設定する
ことになるので、禁止部による禁止制御の実行まで時間がかかる。しかし、加速度に基づ
いて判定されれば、通常では発生しない急減速が発生したことを瞬時に捉えることができ
るため、禁止部による禁止制御の実行をより早く実行することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る走行支援装置の概略構成図である。
【図２】物標が寸止めを実行した際に従来の走行支援装置で生じるおそれのある問題を示
す図である。
【図３】物標が寸止めを実行した際に本実施形態に係る走行支援装置が実行する制御を示
す図である。
【図４】物標の寸止め判定を物標の速度（上図）又は物標の加速度（下図）に基づいて実
行する場合のグラフである。
【図５】本実施形態に係る走行支援装置が実行する制御フローチャートである。
【図６】別例に係る走行支援装置が実行する制御を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本実施形態に係る走行支援装置は、車両（自車両）に搭載され、自車両の進行方向前方
等の周囲に存在する物標を検知し、走行支援制御を実行する。この走行支援制御は、物標
との衝突を回避すべく、若しくは衝突被害を軽減すべく制御を行うＰＣＳシステム（Ｐｒ
ｅ－ｃｒａｓｈ　ｓａｆｅｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ）として機能する。
【００１０】
　図１において、走行支援装置１００は、検出ＥＣＵ１０とレーダ装置２１とから構成さ
れている。
【００１１】
　レーダ装置２１は、例えば、ミリ波帯の高周波信号を送信波とする公知のミリ波レーダ
であり、自車両の前端部に設けられ、所定の検知角に入る領域を物標を検知可能な検知範
囲とし、検知範囲内の物標の位置を検出する。具体的には、所定周期で探査波を送信し、
複数のアンテナにより反射波を受信する。この探査波の送信時刻と反射波の受信時刻とに
より、物標との距離を算出する。また、物標に反射された反射波の、ドップラー効果によ
り変化した周波数により、相対速度を算出する。加えて、複数のアンテナが受信した反射
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波の位相差により、物標の方位を算出する。なお、物標の位置及び方位が算出できれば、
その物標の、自車両に対する相対位置（横位置）を特定することができる。よって、レー
ダ装置２１は、物体検出部に該当する。レーダ装置２１は、所定周期毎に、探査波の送信
、反射波の受信、反射位置及び相対速度の算出を行い、算出した反射位置と相対速度とを
検出ＥＣＵ１０に送信する。
【００１２】
　検出ＥＣＵ１０には、レーダ装置２１が接続されている。検出ＥＣＵ１０は、ＣＰＵ１
１、ＲＡＭ１２、ＲＯＭ１３、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータである。この検出ＥＣＵ１
０は、ＣＰＵ１１が、ＲＯＭ１３にインストールされているプログラムを実行することで
これら各機能を実現する。本実施形態において、ＲＯＭ１３にインストールされているプ
ログラムは、レーダ装置２１が検出した物標の情報（算出した位置と相対速度など）に基
づいて、自車両の前方に存在する物標を検出して規定の走行支援処理を実行するための制
御プログラムである。この検出ＥＣＵ１０は、速度算出部、加速度算出部、衝突予測部、
支援実行部、禁止部、及び衝突予測時間算出部に該当する。
【００１３】
　本実施形態において、走行支援処理とは、自車両前方に物標が存在することをドライバ
に報知する警報処理と自車両を制動させる制動処理に該当する。したがって、自車両には
、検出ＥＣＵ１０からの制御指令により駆動する安全装置として、警報装置３１及びブレ
ーキ装置３２が備えられている。
【００１４】
　警報装置３１は、自車両の車室内に設置されたスピーカやディスプレイである。検出Ｅ
ＣＵ１０が、自車両と物標との距離が第一所定距離よりも縮まり、物標に自車両が衝突す
る可能性が高まったと判定した場合には、その検出ＥＣＵ１０からの制御指令により、警
報装置３１は警報音や警報メッセージ等を出力してドライバに衝突の危険を報知する。こ
のため、警報装置３１は報知部に該当する。
【００１５】
　ブレーキ装置３２は、自車両を制動する制動装置である。検出ＥＣＵ１０が、自車両と
物標との距離が第一所定距離よりも短く設定された第二所定距離よりも縮まり、物標に自
車両が衝突する可能性が高まったと判定した場合には、その検出ＥＣＵ１０からの制御指
令により、ブレーキ装置３２が作動する。具体的には、ドライバによるブレーキ操作に対
する制動力をより強くしたり（ブレーキアシスト機能）、ドライバによりブレーキ操作が
行われてなければ自動制動を行ったりする（自動ブレーキ機能）。よって、ブレーキ装置
３２は自動制動部に該当する。
【００１６】
　ところで、検出ＥＣＵ１０は、自車両とレーダ装置２１が検出した物標とが衝突するま
での時間である衝突予測時間（ＴＴＣ）を算出する。具体的には、自車両と物標との距離
及び相対速度に基づいて、衝突予測時間を算出する。この衝突予測時間を縦軸で、自車両
の進行方向に直交する横方向における自車両に対する位置を表す横位置を横軸で規定され
る平面における領域としてレーダ検出領域を、図２左図のように構築する。ただし、レー
ダ検出領域に存在する物標全てが自車両と衝突するおそれのある物標である訳ではない。
よって、レーダ検出領域を更に限定するように設定された衝突予測領域内に収まる物標を
自車両と衝突するおそれがあるとして認識する。この衝突予測領域の横位置は、レーダ検
出領域内に存在する物標の速度と衝突予測時間とに基づいて設定される。具体的には、（
１）式により衝突予測領域の横位置が算出される。また、この衝突予測領域の横軸方向に
おける幅は、自車両の幅に基づいて設定される。
【００１７】
　横位置＝物標の速度×ＴＴＣ…（１）
【００１８】
　図２右図に記載されるように、物標が車両の進路に向かって横方向に移動する途中で減
速することで衝突予測領域から外れる（以下、寸止めと呼称）場合を想定する。この場合
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、従来の検出ＥＣＵ１０では、物標が寸止めを実行したことの認識が遅れ、それに伴って
衝突予測領域の再設定が遅れるため、物標が既に自車両と衝突するおそれがないにも関わ
らず、衝突予測領域の再設定が遅れた分だけ物標が衝突予測領域内に存在することになる
。この際、自車両と物標との距離次第では、警報装置３１又はブレーキ装置３２を不要に
作動させるおそれがある。
【００１９】
　よって、本実施形態における検出ＥＣＵ１０は、衝突予測領域内に存在する物標の寸止
め判定を実行する。このとき、寸止めが実行された物標は、自車両と衝突するおそれが低
くなるが、その物標とは別に自車両前方に物標が存在する場合には、その物標の距離状況
によっては、警報装置３１又はブレーキ装置３２を作動させる必要がある。よって、物標
が寸止めを実行したと判定した場合には、図３右図に記載されるように、衝突予測領域を
自車両の前方に設定する。これにより、寸止めした物標のために警報装置３１又はブレー
キ装置３２を不要に作動させることを抑制する事が可能となる。
【００２０】
　また、寸止め判定について、本実施形態では、物標の速度を判定の対象とするのではな
く、物標の加速度を判定の対象とする。仮に物標の速度から寸止め判定を実行する場合に
は、図４上図に記載されるように物標が寸止めを実行したと判定するための第一閾値が、
物標が停止する速度に近い値で設定される。よって、物標が寸止めを実行してから、検出
ＥＣＵ１０が寸止め判定を行うまでに時間がかかる。
【００２１】
　一方で、物標の加速度から寸止め判定を実行する場合には、通常走行ではありえない減
速を生じさせたことが認められた場合に物標が寸止めを実行したと判定することができる
ため、物標の速度を判定の対象とすることと比較して、寸止め判定をより早期に実行でき
る。このとき、例えば物標が歩行者である場合、図４上図に記載されるように歩行速度に
はばらつきがあることが想定される。この場合、図４下図に記載されるように、加速度に
もばらつきが生じる。よって、第二閾値（閾値に相当）の設定次第では、加速度が変動す
ることで第二閾値を下回るおそれがあるため、本実施形態では、物標が歩行者であり、歩
行者が定常状態で歩行していると想定した場合の加速度のばらつきにより最小となる加速
度よりも小さく第二閾値を設定する。
【００２２】
　本実施形態では、走行支援装置１００により後述する図５に記載の走行支援制御を実行
する。図５に示す走行支援制御は、検出ＥＣＵ１０が電源オンしている期間中に検出ＥＣ
Ｕ１０によって所定周期で繰り返し実行される。
【００２３】
　まずステップＳ１００にて、レーダ装置２１によりレーダ検出領域に存在する物標を検
出させる。そして、レーダ装置２１に物標の反射位置及び相対速度を算出させ、それらの
情報を送信させる。そして、ステップＳ１１０にて、レーダ装置２１に送信させた情報に
基づいて、車両の進路に向かって横方向から接近してくる物標の速度を算出し、算出した
横速度を時間微分することにより、物標の横加速度を算出する。
【００２４】
　ステップＳ１２０では、算出された加速度が負の第二閾値よりも低くなったか否かを判
定する。この判定は、寸止め判定に該当する。算出された加速度が負の第二閾値よりも低
くなっていないと判定した場合には（Ｓ１２０：ＮＯ）、ステップＳ１３０に進み、通常
通り、衝突予測領域をレーダ検出領域内に存在する物標の速度と衝突予測時間とに基づい
て設定する。そしてステップＳ１４０に進む。算出された加速度が負の第二閾値よりも低
くなったと判定した場合には（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、ステップＳ１９０に進み、衝突予測
領域を自車両前方に設定し直す。そしてステップＳ１４０に進む。
【００２５】
　ステップＳ１４０では、ステップＳ１３０又はステップＳ１９０にて設定した衝突予測
領域内に物標が存在するか否かを判定する。衝突予測領域内に物標が存在しないと判定し
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た場合には（Ｓ１４０：ＮＯ）、本制御を終了する。衝突予測領域内に物標が存在すると
判定した場合には（Ｓ１４０：ＹＥＳ）、ステップＳ１５０に進む。
【００２６】
　ステップＳ１５０では、衝突予測領域内に存在する物標と自車両との距離が第一所定距
離よりも短くなったか否かを判定する。衝突予測領域内に存在する物標と自車両との距離
が第一所定距離よりも短くなっていないと判定した場合には（Ｓ１５０：ＮＯ）、本制御
を終了する。衝突予測領域内に存在する物標と自車両との距離が第一所定距離よりも短く
なったと判定した場合には（Ｓ１５０：ＹＥＳ）、ステップＳ１６０に進む。
【００２７】
　ステップＳ１６０では、ドライバに対して衝突予測領域内に存在する物標が自車両に接
近していることを警告するための警報を警報装置３１に発令させ、ステップＳ１７０に進
む。ステップＳ１７０では、衝突予測領域内に存在する物標と自車両との距離が第二所定
距離よりも短くなっているか否かを判定する。これは、警報装置３１によりドライバに警
報を発したにも関わらず、物標が自車両への接近を継続している場合を想定している。衝
突予測領域内に存在する物標と自車両との距離が第二所定距離よりも短くなっていないと
判定した場合には（Ｓ１７０：ＮＯ）、本制御を終了する。衝突予測領域内に存在する物
標と自車両との距離が第二所定距離よりも短くなったと判定した場合には（Ｓ１７０：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ１８０に進み、ブレーキ装置３２に自動制動を実行させ、本制御を終
了する。
【００２８】
　ステップＳ１６０で警報装置３１に警報を発令させている期間、又はステップＳ１８０
でブレーキ装置３２に自動制動を実行させている期間に、物標が衝突予測領域から外れた
場合には、実行中のステップＳ１６０の処理又はステップＳ１８０の処理は直ちに停止す
る。
【００２９】
　上記構成により、本実施形態は、以下の効果を奏する。
【００３０】
　・衝突予測領域内に存在する物標の加速度が負の第二閾値よりも小さくなれば、その物
標は基準を超える減速をしており、物標が寸止めしたことが推測される。この場合には、
衝突予測領域を自車両の前方に設定し直すことで、物標が衝突予測領域から外れる。それ
を受けて、検出ＥＣＵ１０により警報装置３１及びブレーキ装置３２による制御の実行が
指令されることがなくなるため、警報装置３１及びブレーキ装置３２による不要な制御の
実行を抑制する事が出来る。また、寸止め判定が加速度に基づいて判定されることで、通
常では発生しない急減速の発生を比較的早期に捉えることができるため、衝突予測領域の
再設定制御をより早く実行することが可能となる。
【００３１】
　・本実施形態では、レーダ装置２１により検出される物標が歩行者であり、歩行者が定
常状態で歩行していると想定した場合の加速度のばらつきにより最小となる加速度よりも
小さくなるように、寸止め判定に用いられる第二閾値が設定される。これにより、歩行者
が歩行を停止していないにも関わらず、その速度がばらつくことで誤って歩行者が寸止め
を実行したと判定されることを抑制することが可能となる。
【００３２】
　・横位置軸方向の衝突予測領域の幅は、自車両の幅に基づいて設定される。これにより
、横位置方向の幅を超える位置に存在する物標は、自車両が有する車体幅から外れること
になり、したがって自車両と衝突するおそれが少ないと判定することができる。また、物
標の速度と衝突予測時間とに基づいて横位置が設定されることで、その速度の物標が自車
両と衝突する可能性が高いのか否かを精度高く予測することができる。
【００３３】
　・衝突予測領域内に存在する物標が寸止めを実行したと判定された場合には、衝突予測
領域が自車両の幅のみに基づいて自車両の前方に設定される。これにより、前方横方向に
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存在して寸止めを実行した物標に対して警報装置３１又はブレーキ装置３２を作動させな
いようにすることができる。また、自車両前方に存在する物標を検出することができるよ
うになる。
【００３４】
　・警報装置３１によりドライバに物標の接近が報知されたにも関わらず、物標と自車両
との距離が第二所定距離よりも短くなり、衝突の可能性が報知前と比較して高まった場合
には、ブレーキ装置３２により自動制動を実行させる。これにより、自車両と物標との衝
突を未然に回避することができる。
【００３５】
　・警報装置３１による警報処理又はブレーキ装置３２による自動制動処理の実行中に、
物標が衝突予測領域から外れる場合には、実行中の該当処理は直ちに停止される。これに
より、警報装置３１による警報処理又はブレーキ装置３２による自動制動処理の実行期間
を必要最小限とすることが可能となる。
【００３６】
　上記実施形態を、以下のように変更して実行することもできる。
【００３７】
　・上記実施形態では、自車両と衝突予測領域内に存在する物標との距離に応じて、物標
との衝突を抑制するための手段を講じていた。具体的には、自車両と衝突予測領域内に存
在する物標との距離が第一所定距離よりも短ければ警報装置３１を作動させ、自車両と衝
突予測領域内に存在する物標との距離が第二所定距離よりも短ければブレーキ装置３２を
作動させていた。このことについて、物標との衝突を抑制するための手段は警報装置３１
及びブレーキ装置３２に限らない。例えば、ブレーキ装置３２による自動制動制御に代わ
って、ハンドル制御部を設け、自車両と衝突予測領域内に存在する物標との距離が第三所
定距離よりも短いと判定された場合に、物標との衝突を避けるようにハンドルを自動制御
してもよい。
【００３８】
　上記実施形態では、レーダ装置２１が物標の検出を実行していた。このことについて、
レーダ装置２１に限る必要はなく、例えば、撮像装置２２が物標を検出してもよい。撮像
装置２２は、例えばＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線カメラ等を用いた
単眼カメラやステレオカメラ等が含まれる。この場合でも、撮像装置２２が撮影された画
像に基づいて物標の位置情報や相対速度を算出することができるため、かかる構成によっ
ても、上記実施形態と同様の作用・効果が奏される。
【００３９】
　・上記実施形態では、物標を歩行者と想定していた。このことについて、歩行者に限ら
ず、例えば、自転車やバイク、自動車などが想定されてもよい。この場合、自転車、バイ
ク、及び自動車のそれぞれで加速度のばらつきが異なることが想定される為、第二閾値は
、対象物に応じて異なる値に設定される。本別例において、物標の種類の判定は、撮像装
置２２により撮影された画像に基づいて実施される。したがって、撮像装置２２は、物体
判定部に該当する。
【００４０】
　・上記実施形態では、衝突予測領域内に存在する物標の加速度が負の第二閾値よりも低
くなった場合に物標が寸止めを実行したと判定していた。このことについて、物標の加速
度に加え、例えば物標の速度も寸止め判定の条件の一つとしてもよい。具体的には、衝突
予測領域内に存在する物標の加速度が負の第二閾値よりも低くなり、かつ該物標の速度が
図４上図に記載の第一閾値よりも高く設定された第三閾値よりも低くなった場合に、物標
が寸止めを実行したと判定してもよい。この場合、より精度高く物標が寸止めを実行した
と判定することができる。
【００４１】
　・上記実施形態では、衝突予測領域の横位置が物標の速度と衝突予測時間とに基づいて
設定されていた。このことについて、物標の速度と衝突予測時間との他に、物標の加速度
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も考慮されてもよい。この場合、衝突予測領域の横位置は（２）式により算出される。こ
れにより、衝突予測領域をより正確に設定することができる。
【００４２】
【数１】

【００４３】
　上記実施形態では、衝突予測領域内に存在する物標の寸止め判定を実行し、物標が寸止
めを実行したと判定した場合には、衝突予測領域を自車両前方に再設定していた。このこ
とについて、必ずしも衝突予測領域内に存在する物標の寸止め判定を実行する必要はない
。この場合、衝突予測領域は（２）式に記載されるように衝突予測領域を物標の速度、物
標の加速度、及び衝突予測時間に基づいて設定される。これにより、図６に記載されるよ
うに、衝突予測領域内に存在する物標が寸止めを実行した場合に、物標の速度と加速度と
が大きく減少することで、衝突予測領域が物標を含まない方向に再設定される。これによ
り、不要に警報装置３１又はブレーキ装置３２を作動させることを抑制する事ができる。
【００４４】
　また、図６下図に記載されるように、物標が自車両の進行方向に対して交差する方向に
急加速しながら移動してきた場合でも、衝突予測領域を増加した物標の加速度と速度とか
ら設定し直すことで、物標を衝突予測領域に収めることができる。このように衝突予測領
域が（２）式に基づいて設定されることで、自車両と物標との衝突をより精度高く予測す
ることができ、ひいては、適した状況下での走行支援を実行することができる。
【符号の説明】
【００４５】
１０…検出ＥＣＵ、２１…レーダ装置。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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